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設計及び工事計画認可申請書の一部補正について 

 

 

 

２０２０年１０月２０日付け関原発第３５６号をもって申請しました設計及

び工事計画認可申請書（２０２１年２月１６日付け関原発第４５５号にて一部補

正）について、別紙のとおり一部補正します。 

 

 

 

 

 

 
 



別紙 

 

 

 

 

大飯発電所第３号機 

 

 

 

 

設計及び工事計画認可申請書の一部補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 

 



 - O3-i - 
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 - O3-Ⅰ-1/E - 

 

Ⅰ．補正項目 

 

 

補正項目 

補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ．工事計画 

原子炉冷却系統施設（蒸気タービンに係るものを除く。） 

１１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基

本設計方針、適用基準及び適用規格 

  （１）基本設計方針 

  （２）適用基準及び適用規格 

 

Ⅲ．工事工程表 

 

Ⅴ．変更の理由 

  

（１）添付資料 

資料３ クラス１機器の応力腐食割れ対策に関する説明書 

 

資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条

件の下における健全性に関する説明書 

 

資料６ 強度に関する説明書 

 資料６－１ 強度計算の基本方針 

別添１ 原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管に対

するＬＢＢ成立性評価結果に関する説明書 

 

資料８ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに

関する説明書 

 資料８－１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシス

テムに関する説明書 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 



 

 - O3-Ⅱ-1/E - 

Ⅱ．補正を必要とする理由を記載した書類 

 

 

補正を必要とする理由 

２０２０年１０月２０日付け関原発第３５６号にて申請した設計及び工事計画認可申請書（２

０２１年２月１６日付け関原発第４５５号にて一部補正）について、「Ⅱ．工事計画」、「Ⅲ．

工事工程表」、「Ⅴ．変更の理由」、「資料３ クラス１機器の応力腐食割れ対策に関する説明

書」、「資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関す

る説明書」、「資料６ 強度に関する説明書」及び「資料８ 設計及び工事に係る品質マネジメ

ントシステムに関する説明書」の記載の適正化及び記載の充実のため補正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Ⅲ．補正前後比較表 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

  



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

  



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

  



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事計画 原子炉冷却系統施設 １１ 原子炉冷却系統施設（蒸気タービンを除く。）の基本設計方針、適用基準及び適用規格】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅲ．工事工程表】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

工事工程の見直し 

 

 

工事完了時の検査実施時期の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅴ．変更の理由】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料３ クラス１機器の応力腐食割れ対策に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の充実 

 

 

記載の充実 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

（前頁記載内容繰り下がり） 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

（前頁記載内容繰り下がり） 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

（前頁記載内容繰り下がり） 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料４ 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

（前頁記載内容繰り下がり） 

 

記載の適正化 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

（次頁への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料６―１ 強度計算の基本方針】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料６ 別添１ 原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管に対するＬＢＢ成立性評価結果に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料６ 別添１ 原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管に対するＬＢＢ成立性評価結果に関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

（次貢への記載内容繰り下がり） 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

（前貢記載内容繰り下がり） 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

  



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 



大飯発電所第３号機 設計及び工事計画認可申請書の一部補正 補正前後比較表 

【資料８―１ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の充実 

 



 

 

Ⅳ．補正内容を反映した書類 
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変
更
前
 

変
更
後
 

・
高
圧
ガ
ス
保
安
法
 

 ・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
構
造
等
の
技
術
基
準
（
昭
和

55
年
通
商
産

業
省
告
示
第

5
0
1
号
、
最
終
改
正
平
成

15
年

7
月

2
9
日
経
済
産
業
省
告
示

第
2
7
7
号
）
 

 ・
可
搬
形
発
電
設
備
技
術
基
準
（
N
EG
A
 
C3
3
1
:2
0
0
5）
（
注

3）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

25
年

6
月

1
9
日
原
規
技
発
第

1
3
06
1
9
4
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

28
年

3
月

3
1
日
原
規
技
発
第

1
6
03
3
1
8
号
）
（
注

3
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

29
年

8
月

3
0
日
原
規
技
発
第

1
7
08
3
0
2
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

29
年

1
1
月

1
5
日
原
規
技
発
第

1
7
11
1
5
1
号
）
 

    ・
発
電
用
火
力
設
備
の
技
術
基
準
の
解
釈
（
平
成

25
年

5
月

1
7
日

2
01
3
0
50
7

商
局
第

2
号
）
 

・
高
圧
ガ
ス
保
安
法
 

 ・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
構
造
等
の
技
術
基
準
（
昭
和

55
年
通
商
産

業
省
告
示
第

5
0
1
号
、
最
終
改
正
平
成

15
年

7
月

2
9
日
経
済
産
業
省
告
示

第
2
7
7
号
）
 

 ・
可
搬
形
発
電
設
備
技
術
基
準
（
N
EG
A
 
C3
3
1
:2
0
0
5）

 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

25
年

6
月

1
9
日
原
規
技
発
第

1
3
06
1
9
4
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

28
年

3
月

3
1
日
原
規
技
発
第

1
6
03
3
1
8
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

29
年

8
月

3
0
日
原
規
技
発
第

1
7
08
3
0
2
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
平
成

29
年

1
1
月

1
5
日
原
規
技
発
第

1
7
11
1
5
1
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解

釈
（
令
和
元
年

6
月

5
日
原
規
技
発
第

19
0
6
05
1
号
）
 

 ・
発
電
用
火
力
設
備
の
技
術
基
準
の
解
釈
（
平
成

25
年

5
月

1
7
日

2
01
3
0
50
7

商
局
第

2
号
）
 



 

- O3-Ⅱ-3-11-適3 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

 ・
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
に
関
す
る
審
査
指

針
（
平
成

2
年

8
月

30
日
 
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
）
（
注

3
）
 

 ・
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
解
析
に
関
す
る
気
象
指
針
（
昭
和

5
7
年

1
月

2
8
日
 
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
、
平
成

1
3
年

3
月

2
9
日
一
部
改
訂
）
 

 ・
平
成

1
2
年

5
月

3
1
日
建
設
省
告
示
第

1
4
54
号
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
50
1
(
19
6
2
) 
石
油
貯
ソ
ウ
の
構
造
（
全
溶
接
鋼
製
）
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
1
05
1
(
20
1
4
) 
炭
素
鋼
及
び
合
金
鋼
製
締
結
用
部
品
の
機
械
的
性
質

-
強
度
区
分
を
規
定
し
た
ボ
ル
ト
、
小
ね
じ
及
び
植
込
み
ボ
ル
ト
-並
目
ね
じ

及
び
細
目
ね
じ
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
19
2
(
20
0
8
) 
熱
間
圧
延
形
鋼
の
形
状
、
寸
法
、
質
量
及
び
そ
の
許

容
差

 
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
1
19
8
(
19
9
5
) 
頭
付
き
ス
タ
ッ
ド
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
5
12
1
(
19
8
0
) 
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
 

 ・
J
I
S
 Z
 
9
12
5
(
20
0
7
) 
屋
内
作
業
場
の
照
明
基
準
 

 ・
日
本
産
業
規
格
（
J
IS
）
（
注

1
）
 

 ・
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
に
関
す
る
審
査
指

針
（
平
成

2
年

8
月

30
日
 
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
）
 

 ・
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
解
析
に
関
す
る
気
象
指
針
（
昭
和

5
7
年

1
月

2
8
日
 
原
子
力
安
全
委
員
会
決
定
、
平
成

1
3
年

3
月

2
9
日
一
部
改
訂
）
 

 ・
平
成

1
2
年

5
月

3
1
日
建
設
省
告
示
第

1
4
54
号
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
50
1
(
19
6
2
) 
石
油
貯
ソ
ウ
の
構
造
（
全
溶
接
鋼
製
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
1
05
1
(
20
1
4
) 
炭
素
鋼
及
び
合
金
鋼
製
締
結
用
部
品
の
機
械
的
性
質

-
強
度
区
分
を
規
定
し
た
ボ
ル
ト
、
小
ね
じ
及
び
植
込
み
ボ
ル
ト

-並
目
ね
じ

及
び
細
目
ね
じ
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
19
2
(
20
0
8
) 
熱
間
圧
延
形
鋼
の
形
状
、
寸
法
、
質
量
及
び
そ
の
許

容
差
 

 ・
J
I
S
 B
 
1
19
8
(
19
9
5
) 
頭
付
き
ス
タ
ッ
ド
 

 ・
J
I
S
 G
 
5
12
1
(
19
8
0
) 
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋳
鋼
品
 

 ・
J
I
S
 Z
 
9
12
5
(
20
0
7
) 
屋
内
作
業
場
の
照
明
基
準
 

 ・
日
本
産
業
規
格
（
J
IS
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
24
3
(
19
7
7
) 
圧
力
容
器
の
構
造
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
26
5
(
20
0
3
) 
圧
力
容
器
の
構
造
-一
般
事
項
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
21
0
(
19
9
4
) 
蒸
気
用
及
び
ガ
ス
用
ば
ね
安
全
弁
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
0
20
3
(
19
9
9
) 
管
用
テ
ー
パ
ね
じ
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
37
9
 
液
圧
用
繊
維
補
強
ゴ
ム
ホ
ー
ス
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
42
9
 
高
圧
ガ
ス
容
器
用
継
目
無
鋼
管
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
34
9
 
液
圧
用
の
鋼
線
又
は
繊
維
補
強
ゴ
ム
ホ
ー
ス
 

 ・
J
I
S
 G
 
5
50
2
 
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
 

 ・
P
i
p
e 
F
l
an
g
e
s 
a
n
d 
F
l
an
g
e
d
 
F
it
t
i
ng
s
（
A
S
M
E 
B
1
6.
5
-
2
0
0
9）

 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
05
年

版
（
2
00
7
年
追
補
版
を
含
む
。
）
）
<第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
>
（
J
S
ME
 
S
 

N
C
1
-
2
00
5
/
20
0
7
）」
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
溶
接
規
格
（
2
00
7
年
版
）

（
J
S
M
E 
S
 
NB
1
-
20
0
7
）」
（
注

3）
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
24
3
(
19
7
7
) 
圧
力
容
器
の
構
造
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
26
5
(
20
0
3
) 
圧
力
容
器
の
構
造
-一
般
事
項
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
21
0
(
19
9
4
) 
蒸
気
用
及
び
ガ
ス
用
ば
ね
安
全
弁
 

 ・
J
I
S
 B
 
0
20
3
(
19
9
9
) 
管
用
テ
ー
パ
ね
じ
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
37
9
 
液
圧
用
繊
維
補
強
ゴ
ム
ホ
ー
ス
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
42
9
 
高
圧
ガ
ス
容
器
用
継
目
無
鋼
管
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
34
9
 
液
圧
用
の
鋼
線
又
は
繊
維
補
強
ゴ
ム
ホ
ー
ス
 

 ・
J
I
S
 G
 
5
50
2
 
球
状
黒
鉛
鋳
鉄
品
 

 ・
P
i
p
e 
F
l
an
g
e
s 
a
n
d 
F
l
an
g
e
d
 
F
it
t
i
ng
s
（
A
S
M
E 
B
1
6.
5
-
2
0
0
9）

 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
05
年

版
（
2
00
7
年
追
補
版
を
含
む
。
）
）
<第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
>
（
J
S
ME
 
S
 

N
C
1
-
2
00
5
/
20
0
7
）」

 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
溶
接
規
格
（
2
00
7
年
版
）

（
J
S
M
E 
S
 
NB
1
-
20
0
7
）」
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変
更
前
 

変
更
後
 

   ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
」
（
JS
M
E
 S
 

N
C
1
-
2
00
1
）
及
び
（
J
SM
E
 
S 
N
C
1
-
2
00
5
）【
事
例
規
格
】
発
電
用
原
子
力
設

備
に
お
け
る
「
応
力
腐
食
割
れ
発
生
の
抑
制
に
対
す
る
考
慮
」
（
NC
-
C
C-

0
0
2
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
 
重
要
度
分
類
・
許

容
応
力
度
編
」
（
JE
A
G
46
0
1・
補
-
1
9
84
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-

1
9
8
7
)
 
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-
1
99
1

追
補
版
)
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
規
程
」（

J
E
A
C4
6
0
1-

2
0
0
8
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
配
管
破
損
防
護
設
計
技
術
指
針
」

(
J
E
A
G
46
1
3
-1
9
9
8)
（
注

3
）
 

 ・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
【
構
造
性
能
照
査
編
】
（
土
木
学
会
、
2
00
2

年
）
（
注

3
）
 

・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
溶
接
規
格
（
2
01
2
年
版

（
2
0
13
年
追
補
を
含
む
。
）
）（

J
S
M
E 
S
 
NB
1
-
20
1
2
/2
0
1
3）
」
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
」
（
JS
M
E
 S
 

N
C
1
-
2
00
1
）
及
び
（
J
SM
E
 
S 
N
C
1
-
2
00
5
）【
事
例
規
格
】
発
電
用
原
子
力
設

備
に
お
け
る
「
応
力
腐
食
割
れ
発
生
の
抑
制
に
対
す
る
考
慮
」
（
NC
-
C
C-

0
0
2
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
 
重
要
度
分
類
・
許

容
応
力
度
編
」
（
JE
A
G
46
0
1・
補
－
1
98
4
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-

1
9
8
7
) 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-
1
99
1

追
補
版
) 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
規
程
」（

J
E
A
C4
6
0
1-

2
0
0
8
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
配
管
破
損
防
護
設
計
技
術
指
針
」
 

(
J
E
A
G
46
1
3
-1
9
9
8)
 

 ・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
【
構
造
性
能
照
査
編
】
（
土
木
学
会
、
2
00
2

年
）
 



 

- O3-Ⅱ-3-11-適6 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

 ・
原
子
力
発
電
所
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
の
耐
震
性
能
照
査
指
針
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
土
木
学
会
、
2
00
5
年
）
（
注

3）
 

 ・
新
版
機
械
工
学
便
覧
（
日
本
機
械
学
会
、
1
98
7
年

4
月
）
（
注

3
）
 

 ・
鋼
構
造
設
計
規
準
 
S
I
単
位
版
（
日
本
建
築
学
会
、
2
00
2
年
）
（
注

3
）
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
（
Ⅰ
共
通
編
・
Ⅱ
鋼
橋
編
）・
同
解
説
（
日
本
道
路
協
会
、

平
成

14
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
10
年

11
月
）

（
注

3
）
 

 ・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
計
算
規
準
・
同
解
説
 
-許
容
応
力
度
設
計
法
-
(日

本
建
築
学
会
、
1
99
9
年
)
 
（
注

3
）
 

 ・
原
子
力
施
設
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
計
算
規
準
・
同
解
説
 
(日
本
建
築
学

会
、

2
00
5
年
)
 
（
注

3
）
 

 ・
鋼
構
造
設
計
規
準
 
-許
容
応
力
度
設
計
法
-（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
05
年

9

月
改
定
）
（
注

3
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
 
設
計
式
（
A
I
J
式
）（
日
本
建
築
学
会
）
（
注

3
）
 

 

 ・
原
子
力
発
電
所
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
の
耐
震
性
能
照
査
指
針
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
土
木
学
会
、
2
00
5
年
）
 

 ・
新
版
機
械
工
学
便
覧
（
日
本
機
械
学
会
、
1
98
7
年

4
月
）
 

 ・
鋼
構
造
設
計
規
準
 
S
I
単
位
版
（
日
本
建
築
学
会
、
2
00
2
年
）
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
（
Ⅰ
共
通
編
・
Ⅱ
鋼
橋
編
）・
同
解
説
（
日
本
道
路
協
会
、

平
成

14
年

3
月
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
10
年

11
月
）
 

  ・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
計
算
規
準
・
同
解
説
 
-許
容
応
力
度
設
計
法
-
(日

本
建
築
学
会
、
1
99
9
年

) 

 ・
原
子
力
施
設
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
計
算
規
準
・
同
解
説
 
(日
本
建
築
学

会
、
2
00
5
年
) 

 ・
鋼
構
造
設
計
規
準
 
-許
容
応
力
度
設
計
法
-（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
05
年

9

月
改
定
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
 
設
計
式
（
A
I
J
式
）（
日
本
建
築
学
会
）
 

 



 

- O3-Ⅱ-3-11-適7 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
2
0
15
年
版

 
建
築
物
の
構
造
関
係
技
術
基
準
解
説
書
(国
土
交
通
省
国
土
技
術

政
策
総
合
研
究
所
・
国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
) 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
基
準
に
つ
い
て

（
平
成

2
1・

0
6・

2
5
原
院
第
１
号
（
平
成

2
1
年

6
月

3
0
日
原
子
力
安

全
・
保
安
院
一
部
改
正
）
）
（
注

3
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
 
第

4
編
 
各
種
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
設

計
指
針
・
解
説
 
資
料

5
 
金
属
拡
張
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
設
計
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
 
第

4
編
 
各
種
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
設

計
指
針
・
解
説
 
4
.
5 
接
着
系
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
設
計
 

 ・
米
国

R
E
GU
L
A
TO
R
Y
 G
U
I
DE
 
(
R
G
)
 1
.
9
2 
“
CO
M
B
IN
I
N
G 
M
O
D
A
L
 R
E
S
PO
N
S
ES
 

A
N
D
 
S
PA
T
I
AL
 
C
OM
P
O
NE
N
T
S 
I
N
 
S
E
IS
M
I
C 
R
E
SP
O
N
SE
 
A
NA
L
Y
S
I
S
”「

2
. 

C
o
m
b
i
ni
n
g
 E
f
f
ec
t
s
 C
a
u
se
d
 
b
y
 
Th
r
e
e 
S
p
at
i
a
l 
C
o
mp
o
n
e
n
t
s 
o
f
 a
n
 

E
a
r
t
h
qu
a
k
e」

 

 ・
建
築
物
荷
重
指
針
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
04
年
改
定
）
（
注

3
）
 

 ・
鋼
構
造
塑
性
設
計
指
針
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
10
年
改
定
）
（
注

3
）
 

 ・
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
 

  

・
2
0
15
年
版
 
建
築
物
の
構
造
関
係
技
術
基
準
解
説
書
(国
土
交
通
省
国
土
技
術

政
策
総
合
研
究
所
・
国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所
) 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
施
設
へ
の
航
空
機
落
下
確
率
の
評
価
基
準
に
つ
い
て

（
平
成

2
1・

0
6・

2
5
原
院
第
１
号
（
平
成

2
1
年

6
月

3
0
日
原
子
力
安

全
・
保
安
院
一
部
改
正
）
）
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
 
第

4
編
 
各
種
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
設

計
指
針
・
解
説
 
資
料

5
 
金
属
拡
張
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
設
計
 

 ・
各
種
合
成
構
造
設
計
指
針
・
同
解
説
 
第

4
編
 
各
種
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
設

計
指
針
・
解
説
 
4
.
5 
接
着
系
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
の
設
計
 

 ・
米
国

R
E
GU
L
A
TO
R
Y
 G
U
I
DE
 
(
R
G
)
 1
.
9
2 
“
CO
M
B
IN
I
N
G 
M
O
D
A
L
 R
E
S
PO
N
S
ES
 

A
N
D
 
S
PA
T
I
AL
 
C
OM
P
O
NE
N
T
S 
I
N
 
S
E
IS
M
I
C 
R
E
SP
O
N
SE
 
A
NA
L
Y
S
I
S
”「

2
. 

C
o
m
b
i
ni
n
g
 E
f
f
ec
t
s
 C
a
u
se
d
 
b
y
 
Th
r
e
e 
S
p
at
i
a
l 
C
o
mp
o
n
e
n
t
s 
o
f
 a
n
 

E
a
r
t
h
qu
a
k
e」

 

 ・
建
築
物
荷
重
指
針
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
04
年
改
定
）
 

 ・
鋼
構
造
塑
性
設
計
指
針
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
10
年
改
定
）
 

 ・
ク
レ
ー
ン
構
造
規
格
 

  



 

- O3-Ⅱ-3-11-適8 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
鉄
骨
柱
脚
部
の
力
学
性
状
に
関
す
る
実
験
的
研
究
（
軸
圧
縮
力
と
曲
げ
モ
ー

メ
ン
ト
を
受
け
る
場
合
）
（
日
本
建
築
学
会
、
1
98
2
年
）
（
注

3）
 

 ・
入
門
･
建
物
と
地
盤
と
の
動
的
相
互
作
用
(
日
本
建
築
学
会
)
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
Ⅴ
耐
震
設
計
編
、
平
成

2
4
年

3
月
 

 ・
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
防
災
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
針
（
消
防
庁
特
殊
災
害
室
、

平
成

25
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
原
田
和
典
、
建
築
火
災
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
火
災
安
全
指
針
（
日
本
建
築
セ
ン

タ
ー
、
平
成

1
9
年

1
2
月

25
日
）
（
注

3
）
 

 ・
伝
熱
工
学
（
東
京
大
学
出
版
会
、
2
0
12
年

7
月

4
日
 
第

9
刷
）
（
注

3
）
 

 ・
鋼
構
造
接
合
部
設
計
指
針
（
日
本
建
築
学
会
、
2
01
2
年
改
定
）
（
注

3
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
亀

裂
そ
の
他
の
欠
陥
の
解
釈
に
つ
い
て
（
原
規
技
発
第

1
4
08
0
6
3
号
（
平
成
２

６
年
８
月
６
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
）
）
（
注

3
）
 

     

・
鉄
骨
柱
脚
部
の
力
学
性
状
に
関
す
る
実
験
的
研
究
（
軸
圧
縮
力
と
曲
げ
モ
ー

メ
ン
ト
を
受
け
る
場
合
）
（
日
本
建
築
学
会
、
1
98
2
年
）
 

 ・
入
門
･
建
物
と
地
盤
と
の
動
的
相
互
作
用
(
日
本
建
築
学
会
)
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
Ⅴ
耐
震
設
計
編
、
平
成

2
4
年

3
月
 

 ・
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
防
災
ア
セ
ス
メ
ン
ト
指
針
（
消
防
庁
特
殊
災
害
室
、

平
成

25
年

3
月
）
 

 ・
「
原
田
和
典
、
建
築
火
災
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
火
災
安
全
指
針
」
（
日
本
建
築
セ

ン
タ
ー
、
平
成

19
年

1
2
月

2
5
日
）
 

 ・
伝
熱
工
学
（
東
京
大
学
出
版
会
、
2
0
12
年

7
月

4
日
 
第

9
刷
）
 

 ・
鋼
構
造
接
合
部
設
計
指
針
（
日
本
建
築
学
会
、
2
01
2
年
改
定
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
亀

裂
そ
の
他
の
欠
陥
の
解
釈
に
つ
い
て
（
原
規
技
発
第

1
4
08
0
6
3
号
（
平
成
２

６
年
８
月
６
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
）
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
亀

裂
そ
の
他
の
欠
陥
の
解
釈
に
つ
い
て
（
原
規
技
発
第

1
9
06
0
5
1
号
（
令
和
元

年
６
月
５
日
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
））

 

 



 

- O3-Ⅱ-3-11-適9 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
き
裂
そ
の
他
の
欠
陥
の

解
釈
に
つ
い
て
 

 ・
液
状
化
対
策
工
法
（
地
盤
工
学
会
、
2
00
4
年
）
（
注

3
）
 

 ・
電
気
規
格
調
査
会
標
準
規
格
 
J
E
C-
2
1
30
(
2
00
0
)構
造
-一
般
事
項
（
注

3
）
 

 ・
ド
イ
ツ
工
業
（
D
I
N）
規
格
 

 ・
D
I
N
16
9
3
 C
A
S
T 
I
R
ON
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
（
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅳ
下
部
構
造
編
）
（
日
本
道
路
協

会
、
平
成

14
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
原
子
炉
格

納
容
器
規
格
（
2
00
3
年
版
）」
（
J
S
M
E 
S
 
NE
1
-
20
0
3
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
12
年

版
）
〈
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
〉
（
J
S
ME
 
S
 N
C
1
-2
0
1
2）
」
（
注

3
）
 

      

・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
き
裂
そ
の
他
の
欠
陥
の

解
釈
に
つ
い
て
 

 ・
液
状
化
対
策
工
法
（
地
盤
工
学
会
、
2
00
4
年
）
 

 ・
電
気
規
格
調
査
会
標
準
規
格
 
J
E
C-
2
1
30
(
2
00
0
)構
造

-一
般
事
項
 

 ・
ド
イ
ツ
工
業
（
D
I
N）
規
格
 

 ・
D
I
N
16
9
3
 C
A
S
T 
I
R
ON
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
（
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅳ
下
部
構
造
編
）
（
日
本
道
路
協

会
、
平
成

14
年

3
月
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
原
子
炉
格

納
容
器
規
格
（
2
00
3
年
版
）」
（
J
S
M
E 
S
 
NE
1
-
20
0
3）

 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
12
年

版
）
〈
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
〉
（
J
S
ME
 
S
 N
C
1
-2
0
1
2）
」
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
材
料
規
格
（
2
01
2
年
版
）

（
J
S
M
E 
S
 
NJ
1
-
20
1
2
）」

 

   



 

- O3-Ⅱ-3-11-適10 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

    ・
機
械
工
学
便
覧
「
材
料
力
学
」
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
維
持
規
格
（
2
0
08
年
版
）
」

（
J
S
M
E 
S
 
NA
1
-
20
0
8
）
（
注

2
）
 

 

・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
維
持
規
格
（
2
01
2
年
版
）」

（
2
0
13
年
追
補
及
び

20
1
4
年
追
補
を
含
む
。
）（

J
SM
E
 
S 
N
A
1
-

2
0
1
2
/
20
1
3
/2
0
1
4）

 

 ・
機
械
工
学
便
覧
「
材
料
力
学
」
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
維
持
規
格
（
2
0
08
年
版
）
」

（
J
S
M
E 
S
 
NA
1
-
20
0
8）

 

 

（
注

1）
記
載
の
適
正
化
を
行
う
。
既
工
事
計
画
書
に
は
「
日
本
工
業
規
格
（
J
IS
）
」
と
記
載
 

（
注

2）
記
載
の
適
正
化
を
行
う
。
既
工
事
計
画
書
に
は
、
記
載
な
し
 

（
注

3）
記
載
の
適
正
化
を
行
う
。
基
準
及
び
規
格
名
称
の
統
一
化
（
記
載
順
序
、
半
角
全
角
等
）
 

 

上
記
の
他
「
原
子
力
発
電
所
の
火
山
影
響
評
価
ガ
イ
ド
」
、「
原
子
力
発
電
所
の
外
部
火
災
影
響
評
価
ガ
イ
ド
（
原
規
技
発
第

1
3
06
1
9
12
号
（
平
成

2
5
年

6
月

1
9
日
 

原
子
力
規
制
委
員
会
制
定
））
原
子
力
規
制
委
員
会
」
、「
原
子
力
発
電
所
の
竜
巻
影
響
評
価
ガ
イ
ド
（
平
成

2
5
年

6
月

1
9
日
原
規
技
発
第

1
3
0
61
9
1
1
号
 
原
子
力
規
制
 

委
員
会
決
定
（
改
正
 平
成

26
年

9
月

17
日
原
規
技
発
第

1
4
0
9
1
72
号
 
原
子
力
規
制
委
員
会
決
定
）
）」
、
「
原
子
力
発
電
所
の
内
部
火
災
影
響
評
価
ガ
イ
ド
（
平
成

25
 

年
1
0
月

2
4
日
 
原
規
技
発
第

1
3
10
2
4
1
号
原
子
力
規
制
委
員
会
）
」
、
「
耐
震
設
計
に
係
る
工
認
審
査
ガ
イ
ド
」
を
参
照
す
る
。
 

な
お
、
表

1
に
つ
い
て
は
、
平
成

29
年

8
月

2
5
日
付
け
原
規
規
発
第

1
7
08
2
5
4
号
に
て
認
可
さ
れ
た
工
事
計
画
に
よ
る
。
 

 

  

 



 

- O3-Ⅱ-3-11-適11 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

第
２
章
 
個
別
項
目
 

原
子
炉
冷
却
系
統
施
設
に
適
用
す
る
個
別
項
目
の
基
準
及
び
規
格
は
以
下
の
と

お
り
。
 

 

・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
構
造
等
の
技
術
基
準
（
昭
和

45
年

9
月

3
日
 

通
商
産
業
省
告
示
第

50
1
号
）（
注

3
）
 

 ・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
関
す
る
構
造
等
の
技
術
基
準
（
昭
和

55
年
通
商
産
業

省
告
示
第

50
1
号
、
最
終
改
正
平
成

1
5
年

7
月

2
9
日
経
済
産
業
省
告
示
第

2
7
7
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈

（
平
成

2
5
年

6
月

1
9
日
原
規
技
発
第

13
0
6
19
4
号
）
 

 ・
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈

（
平
成

2
9
年

1
1
月

29
日
原
規
技
発
第

17
1
1
29
3
号
）
 

 ・
発
電
用
軽
水
型
原
子
炉
施
設
の
安
全
機
能
の
重
要
度
分
類
に
関
す
る
審
査
指
針

（
平
成

2
年

8
月

3
0
日
原
子
力
安
全
委
員
会
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
55
7
(
20
0
4
) 
一
般
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
ワ
イ
ヤ
ー
ロ
ー
プ
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
19
2
(
20
1
4
) 
熱
間
圧
延
形
鋼
の
形
状
，
寸
法
，
質
量
及
び
そ
の
許
容

差
（
注

3
）
 

 

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適12 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
J
I
S
 G
 
3
54
9
 
構
造
用
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
 

 ・
J
I
S
 B
 
2
80
9
 
ワ
イ
グ
リ
ッ
プ
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
13
6
(
20
1
2
) 
建
築
構
造
用
圧
延
鋼
材
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
35
2
(
19
7
1
) 
デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
11
2
(
20
1
0
) 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
棒
鋼
（
注

3
）
 

 ・
日
本
産
業
規
格
（
J
IS
）
（
注

1
）
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
24
3
(
19
7
7
) 
圧
力
容
器
の
構
造
 

 ・
J
I
S
 B
 
8
26
5
(
20
0
3
) 
圧
力
容
器
の
構
造

-一
般
事
項
（
注

3
）
 

 ・
J
I
S
 G
 
3
45
7
 
配
管
用
ア
ー
ク
溶
接
炭
素
鋼
鋼
管
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
77
1
 
軟
質
ビ
ニ
ル
管
 

 ・
J
I
S
 K
 
6
74
1
 
硬
質
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
管
 

 ・
J
I
S
 K
 
7
01
2
 
ガ
ラ
ス
繊
維
強
化
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
耐
食
貯
槽
 

 

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適13 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
日
本
機
械
学
会
「
配
管
の
高
サ
イ
ク
ル
熱
疲
労
に
関
す
る
評
価
指
針
」
（
JS
M
E
 

S
 
0
1
7
-2
0
0
3）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
配
管
内
円
柱
状
構
造
物
の
流
力
振
動
評
価
指
針
」（

J
S
ME
 
S
 

0
1
2
-
1
99
8
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
01
年

版
）
〈
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
〉
（
J
S
ME
 
S
 N
C
1
-2
0
0
1）
」
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
05
年

版
）
〈
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
〉
（
J
S
ME
 
S
 N
C
1
-2
0
0
5）
」
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
05
年
版

（
2
0
07
年
追
補
版
含
む
。
））

<
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
>
（
JS
M
E
 
S
 N
C
1
-

2
0
0
5
/
20
0
7
）」
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
設
計
・
建
設
規
格
（
2
0
07
年
追

補
版
）
<
第
Ⅰ
編
 
軽
水
炉
規
格
>
（
JS
M
E
 S
 
N
C1
-
2
00
7
）
」
（
注

3
）
 

 ・
日
本
機
械
学
会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
維
持
規
格
（

2
0
08
年
版
）
」

（
J
S
M
E 
S
 
NA
1
-
20
0
8
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-
1
98
7
)
 

（
注

3
）
 

 

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適14 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
 
重
要
度
分
類
・
許
容

応
力
度
編
」（

J
E
AG
4
6
01
・
補
-
1
9
8
4
）
（
注

3
）
 

 ・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
耐
震
設
計
技
術
指
針
」
(
J
E
AG
4
6
01
-
1
99
1
 

追
補
版
)
（
注

3
）
 

 

・
日
本
電
気
協
会
「
原
子
力
発
電
所
配
管
破
損
防
護
設
計
技
術
指
針
」

(
J
E
A
G
46
1
3
-1
9
9
8)
（
注

3
）
 

 ・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
【
構
造
性
能
照
査
編
】
（
土
木
学
会
、
2
00
2
年
）

（
注

3
）
 

 ・
原
子
力
発
電
所
屋
外
重
要
土
木
構
造
物
の
耐
震
性
能
照
査
指
針
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
土
木
学
会
、
2
00
5
年
）
（
注

3）
 

 ・
動
的
繰
返
し
大
変
形
を
受
け
る
溶
接
鋼
構
造
物
の
脆
性
破
壊
性
能
評
価
方
法

（
日
本
溶
接
協
会
、
2
00
3
制
定
、
W
ES
 
2
80
8
:
20
0
3
）
（
注

3
）
 

 ・
建
築
物
荷
重
指
針
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
15
年
)
 
（
注

3
）
 

 

・
N
E
I
 0
7
-
13
 
R
ev
8
P「

M
e
th
o
d
o
l
o
gy
 
f
or
 
P
er
f
o
rm
i
n
g 
A
i
r
c
r
af
t
 
Im
p
a
ct
 

A
s
s
e
s
sm
e
n
ts
 
f
or
 
N
ew
 
P
la
n
t
 
D
e
si
g
n
s」
（
「
新
プ
ラ
ン
ト
設
計
に
対
す
る

航
空
機
衝
突
評
価
を
実
施
す
る
た
め
の
手
法
」）

 

  

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適15 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
土
石
流
危
険
渓
流
お
よ
び
土
石
流
危
険
区
域
調
査
要
領
（
案
）
 

(
建
設
省
河
川
局
砂
防
部
砂
防
課
（
平
成

11
年

4
月
）
) 

 ・
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
資
料
 
砂
防
基
本
計
画
策
定
指
針
（
土
石
流
・
流

木
対
策
編
）
解
説
 

（
国
土
交
通
省
 
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
、
国
総
研
資
料
第

3
6
4
号
、
平
成

1
9
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
建
設
省
河
川
砂
防
技
術
基
準
（
案
）
同
解
説
（
設
計
編
Ⅰ
）
（
建
設
省
河
川
局

監
修
 
日
本
河
川
協
会
）
（
注

3）
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
（
Ⅰ
共
通
編
、
Ⅳ
下
部
構
造
編
）
（
日
本
道
路
協

会
、
平
成

14
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
港
湾
の
施
設
の
技
術
上
の
基
準
・
同
解
説
（
国
土
交
通
省
港
湾
局
、
2
0
07
年

版
）
（
注

3
）
 

 ・
小
規
模
吊
橋
指
針
・
同
解
説
（
日
本
道
路
協
会
、
2
0
08
年
）
（
注

3
）
 

 ・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
計
算
規
準
・
同
解
説
（
日
本
建
築
学
会
、
2
0
10
年
改

定
）
（
注

3
）
 

 ・
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
資
料
 
土
石
流
・
流
木
対
策
設
計
技
術
指
針
解
説
 

（
国
土
交
通
省
 
国
土
技
術
政
策
総
合
研
究
所
、
国
総
研
資
料
第

3
6
5
号
、
平
成

1
9
年

3
月
）
（
注

3
）
 

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適16 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

 

・
I
S
E
S7
6
0
7-
3
 
軽
水
炉
構
造
機
器
の
衝
撃
荷
重
に
関
す
る
調
査
 
そ
の
３
 
ミ

サ
イ
ル
の
衝
突
に
よ
る
構
造
壁
の
損
傷
に
関
す
る
評
価
式
の
比
較
検
討
（
高
温

構
造
安
全
技
術
研
究
組
合
、
昭
和

51
年

1
0
月
）
（
注

3
）
 

 ・
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
便
覧
-
第
 3
 
版
-
（
ス
テ
ン
レ
ス
協
会
、
平
成

7
年

1
月

24

日
）
（
注

3
）
 

 ・
W
i
c
hm
a
n
, 
K
.
R.
 
e
t 
a
l
, 
:
L
o
c
a
l 
S
t
re
s
s
 i
n
 
Sp
h
e
ri
c
a
l
 
a
nd
 

C
y
l
i
n
dr
i
c
al
 
S
he
l
l
s 
d
u
e 
t
o
 
E
x
te
r
n
al
 
L
oa
d
i
ng
s
,
 W
e
l
d
i
n
g 

R
e
s
e
a
rc
h
 
Co
u
n
ci
l
 
bu
l
l
et
i
n
,
 
M
ar
c
h
 1
9
7
9 
r
e
vi
s
i
on
 
o
f
 
W
RC
 

b
u
l
l
e
ti
n
 
10
7
/
Au
g
u
st
 
1
96
5
.
 

 ・
B
i
j
la
a
r
d,
 
P
.P
.
 
:S
t
r
es
s
e
s
 
f
ro
m
 
Ra
d
i
ca
l
 
Lo
a
d
s 
a
n
d
 
E
xt
e
r
na
l
 

M
o
m
e
n
ts
 
i
n 
C
y
li
n
d
ri
c
a
l 
P
r
e
s
s
ur
e
 
Ve
s
s
el
s
,
 T
h
e
 W
e
l
d
i
n
g 

J
o
u
r
n
al
,
 
34
(
1
2)
,
 
Re
s
e
ar
c
h
 
S
u
pp
l
e
me
n
t
, 
1
9
55
. 

 ・
建
築
物
の
構
造
関
係
技
術
基
準
解
説
書
（

2
00
7
）
 

 ・
タ
ー
ビ
ン
ミ
サ
イ
ル
評
価
に
つ
い
て
（
原
子
炉
安
全
専
門
審
査
会
、
昭
和

5
2

年
7
月

2
0
日
）
（
注

3
）
 

 ・
発
電
用
原
子
力
設
備
に
お
け
る
破
壊
を
引
き
起
こ
す
き
裂
そ
の
他
の
欠
陥
の
解

釈
に
つ
い
て
 

 

            

変
更
な
し
 

            



 

- O3-Ⅱ-3-11-適17 - 

変
更
前
 

変
更
後
 

・
D
e
s
ig
n
 
Ba
s
i
s 
f
o
r 
P
r
ot
e
c
t
i
o
n 
o
f
 L
i
g
ht
 
W
at
e
r
 N
u
c
l
e
a
r 
P
o
we
r
 

P
l
a
n
t
s 
A
g
ai
n
s
t 
t
h
e 
E
f
fe
c
t
s
 
o
f 
P
o
st
u
l
at
e
d
 P
i
p
e 
R
u
p
t
u
re

（
A
N
S
I/
A
N
S-
5
8
.2
-
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 ・
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蒸
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用
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炉
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そ
の
附
属
施
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に
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け
る
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を
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の
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解
釈
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て
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イ
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変
更
前
 

変
更
後
 

 ・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
標
準
示
方
書
 
設
計
編
（
土
木
学
会
、
20
0
7
年
改
訂
）
（
注

3
）
 

 ・
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
（
日
本
道
路
協
会
、
平
成

14
年

3
月
）
（
注

3
）
 

 ・
杭
基
礎
設
計
便
覧
（
日
本
道
路
協
会
、
平
成

1
8
年
度
改
訂
版
）
（
注

3
）
 

 ・
グ
ラ
ウ
ン
ド
ア
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設
計
・
施
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基
準
、
同
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盤
工
学
会
、
平
成
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年
5
月
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（
注

3
）
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発
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用
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型
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す
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成
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3
0
日
原
子
力
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全
委
員
会
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注

3
）
 

 ・
日
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機
械
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会
「
発
電
用
原
子
力
設
備
規
格
 
溶
接
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格
（
2
00
7
年
版
）
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J
S
M
E 
S
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1
-
20
0
7
）」
（
注

2）
 

 

         

変
更
な
し
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記
載
の
適
正
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工
事
計
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「
日
本
工
業
規
格
（
J
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）
」
と
記
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（
注
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記
載
の
適
正
化
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既
工
事
計
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は
、
記
載
な
し
 

（
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記
載
の
適
正
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。
基
準
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び
規
格
名
称
の
統
一
化
（
記
載
順
序
、
半
角
全
角
等
）
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Ⅲ．工事工程表 

今回の工事の工程は次のとおりである。 

 
2021年 

   
4月 5月 6月 

原子炉冷却 

系統施設 

現地工事期間    

検
査
及
び
使
用
前
確
認
可
能
時
期 

構造、強度又は漏えいに

係る検査をすることがで

きるようになった時 

※１※１ 

◇ ◇  

※１ 

◇ 
 

工事完了時の検査をする

ことができるようになっ

た時 

 
※１  ※１ 

◇     ◇ 
 

品質マネジメントシステ

ムに係る検査をすること

ができるようになった時 

 
※１ 

◇ 
 

※１：検査時期は工事の進捗により変更となる可能性がある。 

 

 

年 

月 
項 目 
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Ⅴ．変更の理由 

 
大飯発電所第３号機加圧器スプレイライン配管溶接部近傍に有意な指示が認められたこ

とに伴う当該箇所の配管取替えに際し、日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格

（ JSME S NB1-2012/2013）」、「発電用原子力設備規格  材料規格（ JSME S NJ1-

2012）」及び「発電用原子力設備規格 維持規格（JSME S NA1-2012/2013/2014）」の適

用に伴う変更を行う。 
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(2) 申請範囲における応力腐食割れ発生の抑制策について 

申請範囲におけるクラス１機器及びクラス１支持構造物は、以下を考慮することにより

応力腐食割れの発生を抑制している。 

a.配管及び弁 

(a)材料選定 

当該部に使用する材料は、炭素含有量を制限（C≦0.05％）したSUS316系材料であり、

応力腐食割れの感受性が低く、これまでもＰＷＲの１次系高温環境下における応力腐食

割れ対策材料として多く使用されている。 

(b)発生応力 

当該部は、運転中の引張応力が増大する設計及び製作時の引張残留応力が高くなる工

法を避けて設計し、溶接施工に関しては、日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規

格(JSME S NB1-2012/2013)」に基づき十分な品質管理を行う。 

また、表層の硬化による応力腐食割れの発生防止のために、今回の工事範囲において、

配管内表面の機械加工として加工硬化の低減を図る加工方法を用いるとともに、配管内

表面の機械加工として加工硬化の低減を図る加工方法を適用できない部分については、

引張残留応力の改善を図るバフ研磨を行う。 

(c)環境 

定格出力運転時の１次冷却材中の溶存酸素及びその他の不純物濃度が十分低くなるよ

う保安規定に基づく水質管理を行う。 

また、塩化物及びフッ化物混入防止対策を行い、塩化物及びフッ化物に起因する応力

腐食割れの発生を防止する。 

 

b.支持構造物 

当該部の支持構造物については、１次系高温環境に接液しないこと並びに塩化物及びフ

ッ化物混入防止対策を行い、応力腐食割れの発生を防止している。 
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l. 概要 

本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第 14 条、第 15 条第 2 項、第 4 項及び第 6 項並びにそれ

らの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に基づき、安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下にお

ける健全性について説明するものである。 

今回は、健全性として、申請範囲の配管に要求される機能を有効に発揮するための、

構造設計に係る事項を考慮して、「機器相互の悪影響（技術基準規則第 15 条第 4 項

及び第 6 項並びにそれらの解釈）」(以下「悪影響防止」という。)、「安全設備に想

定される事故時の環境条件（使用条件含む。）等における機器の健全性（技術基準規則

第 14 条第 2 項及びその解釈）」（以下「環境条件等」という。）及び「要求される

機能を達成するために必要な試験・検査性、保守点検性等（技術基準規則第 15 条第 2 

項及びその解釈）」(以下「試験・検査性」という。）を説明する。 
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2. 基本方針 

申請範囲の配管が使用される条件の下における健全性について、以下の 3 項目に分

け説明する。 

 

2.1 悪影響防止 

設計基準対象施設としての申請範囲の配管は、他の設備から悪影響を受け、安全

性を損なわないよう、配置上の考慮を行う設計とする。また、発電用原子炉施設間

で共用しない設計とする。 

他の設備に悪影響を及ぼす要因として考えられる内部発生飛散物に対する設計

上の考慮を以下に示す。なお、設計基準対象施設に考慮すべき地震、火災、溢水、

風（台風）、竜巻による他の設備からの悪影響については、波及的影響により安全

施設の機能を損なわないことを、「2.2 環境条件等」に示す。 

 

(1) 内部発生飛散物による影響 

設計基準対象施設としての申請範囲の配管は、蒸気タービン、発電機及び内部

発生エネルギーの高い流体を内蔵する弁及び配管の破断並びに高速回転機器の

損壊に伴う飛散物により、安全性を損なうことのない設計とする。 

申請範囲における配管破損については、資料６「強度に関する説明書」のうち

別添１「原子炉冷却材圧力バウンダリに属する配管に対するＬＢＢ成立性評価結

果に関する説明書」に基づき評価した結果、従来の配管破損形式に変更はなく、

配管の破損を想定する必要がないことから、配管破損による飛散物は考慮不要で

ある。 

 

2.2 環境条件等 

環境条件等については、申請範囲の配管が想定される環境条件において、その機

能を発揮できる設計とする。 

安全施設としての申請範囲の配管の設計条件については、材料疲労、劣化等に対

しても十分な余裕を持って機能維持が可能となるよう、通常運転時、運転時の異常

な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力、温度、湿度、放射線量等各種

の環境条件を考慮し、十分安全側の条件を与えることにより、これらの条件下にお

いても期待されている安全機能を発揮できる設計とする。安全施設としての申請範

囲の配管の環境条件には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事

故時における圧力、温度、湿度、放射線のみならず、荷重、屋外の天候による影響、

海水を通水する系統への影響、電磁波による影響、周辺機器等からの悪影響及び冷

却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含む。）の影響を考慮するが、申請範囲

の配管において、屋外の天候による影響については屋外配管ではないこと、海水を



 

- O3-添4-3 - 

通水する系統への影響については海水を通水しないこと、電磁波による影響につい

ては電磁波の影響を受ける構造ではないことから考慮不要である。 

以上のことから、技術基準規則第14条第2項に基づき、申請範囲の配管について、

環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響、荷重、周辺機器等か

らの悪影響並びに冷却材の性状（冷却材中の破損物等の異物を含む。）の影響に分

け、以下(1)から(3)に各考慮事項に対する設計上の考慮を説明する。 

 

(1) 環境圧力、環境温度及び湿度による影響、放射線による影響並びに荷重 

・安全施設としての申請範囲の配管は、事故時等における環境条件を考慮した設

計とする。 

・原子炉格納容器内の安全施設としての申請範囲の配管は、設計基準事故等時に

想定される圧力、温度等の格納容器スプレイ水による影響を考慮して、その機

能を発揮できる設計とする。 

・安全施設としての申請範囲における主たる流路及びその流路に影響を与える範

囲の健全性は、主たる流路とその主たる流路に影響を与える範囲を同一又は同

等の規格で設計することにより、流路としての機能を維持する設計とする。 

 

a. 環境圧力 

安全施設としての申請範囲の配管については、使用時に想定される環境圧力

が加わっても、機能を損なわない設計とする。 

安全施設としての申請範囲の配管に対しては、発電用原子炉設置変更許可申

請書「十、発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合にお

ける当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項」（以

下「許可申請書十号」という。）ロ．において評価した設計基準事故の中で、

原子炉格納容器内の圧力が最も高くなる「原子炉冷却材喪失（原子炉格納容器

内圧力、雰囲気等の異常な変化）」での最高圧力約 0.308MPa[gage]を包絡す

る圧力(原子炉格納容器最高使用圧力 0.39MPa[gage])を設定する。 

設定した環境圧力に対して機器が機能を損なわないように、耐圧部にあって

は、機器が使用される環境圧力下において、部材に発生する応力に耐えられる

こととする。 

確認の方法としては、環境圧力と機器の最高使用圧力との比較によるものと

する。 

 

b. 環境温度及び湿度による影響 

安全施設としての申請範囲の配管は、事故時等に想定される環境温度及び湿

度にて機能を損なわない設計とする。環境温度及び湿度については、設備の設
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置場所の適切な区分(原子炉格納容器内)に想定事故時に到達する最高値とし、

区分の環境温度及び湿度以上の最高使用温度等を機器仕様として設定する。 

原子炉格納容器内の安全施設としての申請範囲の配管に対しては、「許可申

請書十号」ロ．において評価した設計基準事故の中で、原子炉格納容器内の温

度が最も高くなる「原子炉冷却材喪失（原子炉格納容器内圧力、雰囲気等の異

常な変化）」での温度約 132℃を包絡する温度(原子炉格納容器最高使用温度 

144℃)及び湿度 100％を設定する。 

設定した環境温度に対して機器が機能を損なわないように、耐圧部にあって

は、機器が使用される環境温度下において、部材に発生する応力に耐えられる

こととする。 

環境温度に対する確認の方法としては、環境温度と機器の最高使用温度との

比較によるものとする。 

 

c. 放射線による影響 

放射線については、設備の設置場所の適切な区分(原子炉格納容器内)の想定

事故時に到達する最大線量とし、当該放射線量に対して、遮蔽等の効果を考慮

して、機能を損なわない材料、構造、原理等を用いる設計とする。 

安全施設としての申請範囲の配管に対しては、「許可申請書十号」ロ．にお

いて評価した設計基準事故の中で、原子炉格納容器内の線量が最も高くなる

「原子炉冷却材喪失」を選定し、ＬＯＣＡ時の最大放射線量を包絡する線量と

して、原子炉格納容器内は 1.5MGy/年以下に設定する。 

第2-1-1表及び第2-1-2表に放射線評価に用いた評価条件等を示す。 

 

d. 荷重 

安全施設としての申請範囲の配管については、自然現象(地震、風(台風)、

竜巻、積雪、火山、津波、高潮及び地滑りの影響)による荷重の評価を行い、

それぞれの荷重及びこれらの荷重の組合せにも機能を有効に発揮できる設計

とする。 

申請範囲の配管が機能を有効に発揮するため、通常運転時、運転時の異常な

過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力荷重、温度荷重及び機械的荷

重を踏まえた耐震設計については、資料５「耐震性に関する説明書」に示す。 

また、申請範囲の配管が機能を有効に発揮するため、通常運転時、運転時の

異常な過渡変化時及び設計基準事故時に想定される圧力荷重、温度荷重及び機

械的荷重を踏まえた十分な構造及び強度を有する設計については、資料６「強

度に関する説明書」に示す。 

組み合わせる荷重の考え方については、平成２９年８月２５日付け原規規発
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第1708255 号にて認可された工事計画の資料２「発電用原子炉施設の自然現象

等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料２－１－１「耐震設計上重要

な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針」の「4. 

組合せ」に示す。 

安全施設としての申請範囲の配管の地震荷重及び地震を含む荷重の組合せ

に対する設計については、資料５｢耐震性に関する説明書｣のうち資料５－１

「耐震設計の基本方針」に基づき実施する。また、地震以外の荷重及び地震以

外の荷重の組合せに対する設計については、平成２９年８月２５日付け原規規

発第1708255 号にて認可された工事計画の資料２「発電用原子炉施設の自然現

象等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料２－１－１「耐震設計上重

要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針」に基

づき実施する。 

 

(2) 周辺機器等からの悪影響 

・安全施設としての申請範囲の配管は、地震、火災、溢水及びその他の自然現象

並びに外部人為事象による他設備からの悪影響により、発電用原子炉施設とし

ての安全機能が損なわれないよう措置を講じた設計とする。 

 

波及的影響を含めた地震、火災、溢水以外の自然現象及び外部人為事象に対す

る安全施設としての申請範囲の配管の設計については、平成２９年８月２５日付

け原規規発第1708255 号にて認可された工事計画の資料２「発電用原子炉施設の

自然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち資料２－１－１「耐震設計

上重要な設備を設置する施設に対する自然現象等への配慮に関する基本方針」に

基づき実施する。 

波及的影響を含めた安全施設としての申請範囲の配管の耐震設計については、

資料５「耐震性に関する説明書」のうち資料５－１「耐震設計の基本方針」に基

づき実施する。 

波及的影響を含めた発電用原子炉施設で火災が発生する場合を考慮した安全

施設としての申請範囲の配管の火災防護設計については、平成２９年８月２５日

付け原規規発第1708255 号にて認可された工事計画の資料７「発電用原子炉施設

の火災防護に関する説明書」の「2. 火災防護の基本方針」に基づき実施する。 

波及的影響を含めた発電用原子炉施設内で発生が想定される溢水の影響評価

を踏まえた安全施設としての申請範囲の配管の溢水防護設計については、平成２

９年８月２５日付け原規規発第1708255 号にて認可された工事計画の資料８「発

電用原子炉施設の溢水防護に関する説明書」のうち資料８－１「溢水等による損

傷防止の基本設計」に基づき実施する。 
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(3) 冷却材の性状(冷却材中の破損物等の異物含む。) 

・安全施設としての申請範囲の配管は、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流

力振動評価指針」(JSME S 012‐1998)による規定に基づく評価を行い、配管

内円柱状構造物が流体振動により破損物として冷却材に流入しない設計とす

る。 

・安全施設としての申請範囲の配管は、水質管理基準を定めて水質を管理するこ

とにより異物の発生を防止する設計とする。 

 

配管内円柱状構造物の流力振動評価については、資料７「流体振動又は温度変

動による損傷の防止に関する説明書」に示す。 

 

2.3 試験・検査性 

設計基準対象施設としての申請範囲の配管は、健全性及び能力を確認するため、

発電用原子炉の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検､試験又は検査

（｢発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解釈につい

て」に準じた検査を含む。)を実施できるよう分解点検等ができる構造とし、構造・

強度を確認又は内部構成部品の確認が必要な設備については、原則分解・開放(非

破壊検査含む。)が可能な設計とする。 

なお、機能・性能確認、各部の経年劣化対策及び日常点検を考慮することにより、

分解・開放が不要なものについては外観の確認が可能な設計とする。 

これらの試験及び検査については、使用前事業者検査及び定期事業者検査の法定

検査を実施できることに加え、保全プログラムに基づく点検及び日常点検の保守点

検内容を考慮する。 

機能・性能の確認においては、所要の系統機能を確認する設備について、原則、

系統試験及び漏えい確認が可能な設計とする。系統試験においては、試験及び検査

ができるテストライン等の設備を設置又は必要に応じて準備する。

以下に操作性及び試験・検査性に対する設計上の考慮を説明する。 

 

(1) 試験・検査性 

申請範囲の配管は、以下に示す試験・検査が実施可能な設計とする。 

・申請範囲の配管溶接部は、配管取替え後においても健全性を確認するために

必要な非破壊検査が可能な設計とする。 

・機能・性能及び漏えいの確認が可能な設計とする。 
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1. 概要 

本資料は、申請範囲の管の材料及び構造について「実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 17条に規定されている設計基準

対象施設に属する機器として、適切な材料を使用し、十分な構造及び強度を有することを確

認するための強度計算の基本方針について説明するものである。 

 

2. 機器等の区分 

申請範囲の管について、技術基準規則に基づく機器等の区分を第 2-1表に示す。 

 

第 2-1表 機器等の区分 

機器 

区分 
名称 

設計基準対象施設 重大事故等対処設備 

機器クラス 重大事故等機器クラス 

主
配
管 

 

一次冷却材の循環設備配管 

（加圧器スプレイ配管） 

 

クラス１ － 

 

3. クラス１管の強度計算の基本方針 

申請範囲のクラス１管は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 材料規格」（JSME S 

NJ1-2012）（以下「材料規格」という。）に規定されている材料を使用する設計とし、日本機

械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）（以下「JSME」とい

う。）及び材料規格による評価を実施する。 
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5.2 構造健全性 

5.2.1 品質管理 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管の品質確保を目的とし、以下の

とおり規格・基準に適合した材料の選定、設計、製作、試験、検査を行うことにより、

構造健全性を確認する。 

 

(1) 材料の選定 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管の材料は、JSME 及び材料規格

に適合するよう選定しており、具体的には、SCS14A、SUS316TP(注 1)及び SUSF316を使用

している。 

(注 1) 今回の申請範囲に使用する。 

 

(2) 構造設計 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管の構造は、JSME のクラス１配

管に関する規定（PPB-1000～PPB-5000）に適合するよう設計している。 

 

(3) 製作 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管の溶接は、認可された溶接施

工法及び昭和 45年通商産業省令第 81号、改正昭和 60年 10月 31日通商産業省令第 65

号「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」の第１種管に関する規定（第

36条、第 37条）、日本機械学会「発電用原子力設備規格 溶接規格」（JSME S NB1-2007）

のクラス 1 配管に関する規定（N-5010～N-5140）又は日本機械学会「発電用原子力設

備規格 溶接規格（2012 年版（2013 年追補を含む。））」（JSME S NB1-2012/2013）のク

ラス 1配管に関する規定（N-5010～N-5130）(注 1)に基づき行っている。 

(注 1) 今回の申請範囲に適用する。 

 

(4) 試験・検査 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管の供用前及び供用期間中の試

験・検査等は、日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格」（JSME S NA1-2008）

又は日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格（2012 年版）」（2013 年追補及び

2014年追補を含む。）（JSME S NA1- 2012/2013/2014）(注 1)に基づき実施している。 

(注 1) 今回の申請範囲に適用する。 
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5.2.2 損傷防止対策 

原子炉冷却材圧力バウンダリに属するステンレス鋼管については、前述の 5.2.1で記

載する品質管理、供用前及び供用期間中検査計画に従って製作・保守し、配管の損傷防

止対策を講じている。さらに、JEAG4613を適用するためには応力腐食割れ（以下「ＳＣ

Ｃ」という。）及び高サイクル熱成層化現象の発生防止が前提条件となるので、以下にこ

れらへの適合性を示す。 

 

(1) ＳＣＣの発生防止対策 

ＳＣＣは、材料（材料の鋭敏化）、応力（溶接引張残留応力）、環境（高溶存酸素）

の３要因が重畳することにより発生するものであり、ＳＣＣの発生防止対策を実施し

ておりＬＢＢ概念適用の前提条件に適合している。 

クラス１機器のＳＣＣの発生防止対策については、資料３「クラス１機器及びクラ

ス１支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書」において説明する。 

 

(2) 高サイクル熱成層化現象の発生防止対策 

高サイクル熱成層化現象については、原子炉冷却材圧力バウンダリ配管に対し

て日本機械学会「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（JSME S 017-2003）

を適用し、閉塞分岐管滞留部の熱成層化現象による疲労損傷の可能性がなく、問

題ないことを確認しており、ＬＢＢ概念適用の前提条件に適合している。 

配管の高サイクル熱成層化現象に関する評価については、資料７「流体振動又

は温度変動による損傷の防止に関する説明書」において説明する。 
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第3.1-1図  適合性確認に関する体制表
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※１：「Ｇ」は「グループ」、「ＣＭ」は「チーフマネジャー」をいう。

※２：検査（主要な耐圧部の溶接部、燃料体を除く。）に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長（発電所組織においては、技術課長とする。）
※３：主要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※４：燃料体検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長

※５：設工認申請（届出）書の提出手続きを主管する箇所の長

※６：設工認申請（届出）書の取りまとめを主管する箇所の長（設計における変更において原子力工事センター所長が設計を主管する箇所とならない場合は、当該変更に係る設計を主管する箇所の長の代表者とする。）

※７：定期的な請負会社品質監査以外の監査においては、各ＧＣＭ、センター所長又は各課(室）長

※８：これ以外の箇所で行う契約においては、各ＧＣＭ、センター所長又は各課(室）長

※９：原子燃料関係の調達先の監査
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3.2  設工認における設計、工事及び検査の各段階とその審査 

3.2.1  設計及び工事のグレード分けの適用 

設工認における設計は、設工認申請（届出）時点で設置されている設備を含めた

設工認対象設備に対し、第3.2-1表に示す「設工認における設計、工事及び検査の各

段階」に従って技術基準規則等の要求事項への適合性を確保するために実施する工

事の設計である。 

この設計は、設工認品質管理計画「3.2.1  設計及び工事のグレード分けの適用」

（添付1「当社におけるグレード分けの考え方」参照）に示すグレード分けに従い管

理を実施する。 

 

3.2.2  設計、工事及び検査の各段階とその審査 

設工認における設計、工事及び検査の各段階と保安規定品質マネジメントシステ

ム計画との関係を第3.2-1表に示す。 

また、適合性確認に必要な作業と検査の繋がりを第3.2-1図に示す。 

なお、実用炉規則別表第二対象設備のうち、設工認申請（届出）手続きが不要な

工事を行う場合は、設工認品質管理計画のうち、必要な事項を適用して設計、工事

及び検査を実施し、認可された設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであ

ること、技術基準規則に適合していることを確認する。 

設計又は工事を主管する箇所の長並びに検査を担当する箇所の長は、第3.2-1表に

示す「保安規定品質マネジメントシステム計画の対応項目」ごとのアウトプットに

対する審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに、記録を管理する。 

なお、設計の各段階におけるレビューについては、第3.1-1表に示す設計及び工事

を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

設工認のうち、主要な耐圧部の溶接部に対する必要な検査は、「3.3 設計に係る

品質管理の方法」、「3.4 工事に係る品質管理の方法」、「3.5 使用前事業者検

査の方法」及び「3.6 設工認における調達管理の方法」に示す管理（第3.2-1表に

おける「3.3.3(1) 基本設計方針の作成（設計1）」～「3.6 設工認における調達管

理の方法」）のうち、必要な事項を適用して設計、工事及び検査を実施し、認可さ

れた設工認に記載された仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適

合していることを確認する。
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器として整理する。 

また、様式－4で取りまとめた結果を用いて、設備ごとに適用される技術基準規

則の条番号を明確にし、技術基準規則の各条番号と設工認との関連性を含めて、

様式－5で整理する。 

 

b. 技術基準規則条文ごとの基本設計方針の作成 

設計を主管する箇所の長は、以下により、技術基準規則等の適合性確認対象設

備に必要な要求事項を具体化し、漏れなく適用していくための基本設計方針を技

術基準規則の条文ごとに作成する。 

なお、基本設計方針の作成に当たっての統一的な考え方を添付2「技術基準規則

ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方」に示す。 

 

(a) 様式－7「要求事項との対比表（例）」（以下「様式－7」という。）に、基本

設計方針の作成に必要な情報として、技術基準規則の各条文及びその解釈、並び

に関係する設置変更許可申請書本文及びその添付書類に記載されている内容を原

文のまま引用し、その内容を見ながら、設計すべき項目を基本設計方針として漏

れなく作成する。 

(b) 基本設計方針の作成に併せて、基本設計方針として記載する事項及びそれらの

設工認申請（届出）書の添付書類作成の考え方（理由）、基本設計方針として記

載しない場合の考え方、並びに詳細な検討が必要な事項として含めるべき実用炉

規則別表第二に示された添付書類との関係を明確にし、それらを様式－6「各条文

の設計の考え方（例）」（以下「様式－6」という。）に取りまとめる。 

(c) (a)及び(b)で作成した条文ごとの基本設計方針を整理した様式－7及び基本設計

方針作成時の考え方を整理した様式－6、並びに各施設に適用される技術基準規則

の条文を明確にした様式－4を用いて、施設ごとの基本設計方針を作成する。 

(d) 作成した基本設計方針を基に、抽出した適合性確認対象設備に対する耐震重要

度分類、機器クラス、兼用する際の登録の考え方及び当該適合性確認対象設備に

必要な設工認申請（届出）書の添付書類との関連性を様式－5で明確にする。 

 

(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設計 2） 

設計を主管する箇所の長は、様式－2で整理した適合性確認対象設備に対し、変更

があった要求事項への適合性を確保するための詳細設計を、「設計1」の結果を用い

て実施する。 

a. 基本設計方針の整理 
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設計を主管する箇所の長は、基本設計方針（「3.3.3(1) 基本設計方針の作成

（設計1）」参照）に基づく設計の実施に先立ち、基本設計方針に従った設計を漏

れなく実施するため、基本設計方針の内容を以下の流れで分類し、技術基準規則

への適合性の確保が必要な要求事項を整理する。 

 

(a) 条文ごとに作成した基本設計方針を設計項目となるまとまりごとに整理する。 

(b) 整理した設計方針を分類するためのキーワードを抽出する。 

(c) 抽出したキーワードを基に要求事項を第3.3-1表に示す要求種別に分類する。 

(d) 分類した結果を、設計項目となるまとまりごとに、様式－8「基準適合性を確保

するための設計結果と適合性確認状況一覧表（例）」（以下「様式－8」という。）

の「基本設計方針」欄に整理する。 

(e) 設工認の設計に不要な以下の基本設計方針を、様式－8の該当する基本設計方針

に網掛けすることにより区別し、設計が必要な要求事項に変更があった条文に対

応した基本設計方針を明確にする。 

・定義（基本設計方針で使用されている用語の説明） 

・冒頭宣言（設計項目となるまとまりごとの概要を示し、冒頭宣言以降の基本

設計方針で具体的な設計項目が示されているもの） 

・規制要求に変更のない既設設備に適用される基本設計方針（既設設備のうち、

過去に当該要求事項に対応するための設計が行われており、様式－4及び様式

－5で従来の技術基準規則から変更がないとした条文に対応した基本設計方針） 

・適合性確認対象設備に適用されない基本設計方針（当該適合性確認対象設備

に適用されず、設計が不要となる基本設計方針） 

 

b. 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（対象設備の仕様を

含む。） 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備を技術基準規則に適合したも

のとするために、以下により、必要な詳細設計を実施する。 

また、具体的な設計の流れを第3.3-2図に示す。 

 

(a) 第3.3-1表に示す「要求種別」ごとの「主な設計事項」に示す内容について、

「3.7.1  文書及び記録の管理」で管理されている設備図書等の記録をインプット

として、基本設計方針に対し、適合性確認対象設備が技術基準規則等への必要な

設計要求事項の適合性を確保するために必要な詳細設計の方針（要求機能、性能

目標、防護方針等を含む。）を定めるための設計を実施する。 
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c. 工事の方法の作成 

設計を主管する箇所の長は、適合性確認対象設備等が、期待される機能を確実に

発揮することを示すため、当該工事の手順並びに使用前事業者検査の項目及び方法

を記載するとともに、工事中の従事者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対

する悪影響防止等の観点から特に留意すべき事項を「工事の方法」として取りまと

める。 

 

d. 各添付書類の作成 

設計を主管する箇所の長は、「3.3.3(2) 適合性確認対象設備の各条文への適合

性を確保するための設計（設計2）」の設計結果及び図面等の設計資料を基に、基

本設計方針に対する詳細設計の結果、及び設計の妥当性に関する説明が必要な事項

を取りまとめた様式－6及び様式－7を用いて、実用炉規則別表第二に示された添付

書類を作成する。 

なお、実用炉規則別表第二に示された添付書類において、解析コードを使用して

いる場合には、添付書類の別紙として「計算機プログラム（解析コード）の概要」

を作成する。 

 

e. 設工認申請（届出）書案のチェック 

設計を主管する箇所の長は、作成した設工認申請（届出）書案について、要員を

指揮して、以下の要領でチェックする。 

 

(a) 設計を主管する箇所でのチェック分担を明確にしてチェックする。 

(b) チェックの結果としてコメントが付されている場合は、その反映要否を検討し、

必要に応じ資料を修正した上で、再度チェックする。 

(c) 必要に応じこれらを繰り返し、設工認申請（届出）書案のチェックを完了する。 

 

(5) 設工認申請（届出）書の承認 

「3.3.3(3) 設計のアウトプットに対する検証」及び「3.3.3(4)e. 設工認申請

（届出）書案のチェック」を実施した設工認申請（届出）書案について、設工認申

請（届出）書の取りまとめを主管する箇所の長は、設計を主管する箇所の長が作成

した資料を取りまとめ、原子力発電安全委員会（原子力発電安全運営委員会）へ付

議し、審議及び確認を得る。 

また、設工認申請（届出）書の提出手続きを主管する箇所の長は、原子力発電安

全委員会（原子力発電安全運営委員会）の審議及び確認を得た設工認申請（届出）
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書について、原子力規制委員会及び経済産業大臣への提出手続きを承認する。 

 

3.3.4  設計における変更 

設計を主管する箇所の長は、設計対象の追加又は変更が必要となった場合、

「3.3.1  適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化」～「3.3.3  設工認にお

ける設計及び設計のアウトプットに対する検証」の各設計結果のうち、影響を受け

るものについて必要な設計を実施し、影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応

じ修正する。 

 

3.4  工事に係る品質管理の方法 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく具体的な設備の設計の実施及びその結果

を反映した設備を導入するために必要な工事を、「3.6  設工認における調達管理の方法」

の管理を適用して実施する。 

 

3.4.1  設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3） 

工事を主管する箇所の長は、工事段階において、以下のいずれかの方法で、設工

認を実現するための具体的な設計（設計3）を実施し、決定した具体的な設備の設計

結果（既に工事を着手し設置を終えている設備について、既に実施された具体的な

設計の結果が設工認に適合していることを確認することを含む。）を様式－8の「設

備の具体的設計結果」欄に取りまとめる。 

 

(1) 自社で設計する場合 

本店組織又は発電所組織の工事を主管する箇所の長は、「設計3」を実施する。 

 

(2) 「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達し、発電所組織の工事を主

管する箇所の長が調達管理として「設計 3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また、発電所組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施す

る「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

(3) 「設計 3」を発電所組織の工事を主管する箇所の長が調達し、かつ調達管理として



 

 

- O3-添8-1-23 - 

「設計 3」を管理する場合 

発電所組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方

法」に従った調達により「設計3」を実施する。 

また、発電所組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施す

る「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うこと

により管理する。 

 

(4) 「設計 3」を本店組織の工事を主管する箇所の長が調達しかつ調達管理として「設

計 3」を管理する場合 

本店組織の工事を主管する箇所の長は、「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従った調達により「設計3」を実施する。 

また、本店組織の工事を主管する箇所の長は、その調達の中で供給者が実施する

「設計3」の管理を、調達管理として詳細設計の検証及び妥当性確認を行うことに

より管理する。 

 

3.4.2  具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

工事を主管する箇所の長は、設工認に基づく設備を設置するための工事を、「工

事の方法」に記載された工事の手順並びに「3.6  設工認における調達管理の方法」

に従い実施する。 

なお、この工事の中で使用前事業者検査を実施する場合は、「3.6 設工認にお

ける調達管理の方法」に従った調達製品の検証の中で使用前事業者検査を含めて実

施する。 

また、設工認に基づき設置する設備のうち、既に工事を着手し設置を終えている

設備については、以下のとおり取り扱う。 

 

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し設置を完了して調

達製品の検証段階の適合性確認対象設備については、「3.5  使用前事業者検査の方

法」の段階から実施する。 

 

(2) 既に工事を着手し工事を継続している適合性確認対象設備 

設工認に基づく設備を設置する工事のうち、既に工事を着手し工事を継続してい

る適合性確認対象設備については、「3.6  設工認における調達管理の方法」に従い、

着手時点のグレードに応じた工事を継続して実施するとともに、「3.5  使用前事業
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者検査の方法」の段階から実施する。 

なお、この工事の中で適合性確認を実施する場合は、「3.6  設工認における調達

管理の方法」に従った調達製品の検証の中で実施する。 

 

3.5  使用前事業者検査の方法 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様及び

プロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため、保安規

定に基づく使用前事業者検査を計画し、「検査・試験通達」に従い、工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと、実施する。 

 

3.5.1  使用前事業者検査での確認事項 

使用前事業者検査は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載された仕様

及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認するため

に、以下の項目について検査を実施する。 

①実設備の仕様の適合性確認 

②実施した工事が、「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計3）」

及び「3.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施」に記載したプロセス並び

に「工事の方法」のとおり行われていること。 

これらの項目のうち、①を設工認品質管理計画の第 3.5-1 表に示す検査として、②

を品質マネジメントシステムに係る検査（以下「QA 検査」という。）として実施する。 

②については工事全般に対して実施するものであるが、工事実施箇所が「3.5.4 主

要な耐圧部の溶接部に係る使用前事業者検査の管理」を実施する場合は、工事実施箇

所が実施する溶接に関するプロセス管理が適切に行われていることの確認を QA 検査

に追加する。 

また、QA 検査では上記②に加え、上記①のうち工事実施箇所が実施する検査の、記

録（工事実施箇所が採取した記録・ミルシート等。）の信頼性確認（記録確認検査や

抜取検査の信頼性確保）を行い、設工認に基づく検査の信頼性を確保する。 

 

3.5.2  使用前事業者検査の計画 

検査を担当する箇所の長は、適合性確認対象設備が、認可された設工認に記載され

た仕様及びプロセスのとおりであること、技術基準規則に適合していることを確認す

るため、「3.3.3 設工認における設計及び設計のアウトプットに対する検証」、

「3.4.1 設工認に基づく具体的な設備の設計の実施（設計 3）」で実施した設計 1、

2 及び設計 3 のアウトプットに対する妥当性を確認するための方法を様式－8 に整理
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し、使用前事業者検査を計画する。 

使用前事業者検査は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の項目及び方

法並びに第 3.3-1 表の要求種別ごとに第 3.5-1 表に示す確認項目、確認視点及び主な

検査項目を基に計画を策定する。 

適合性確認対象設備のうち、技術基準規則上の措置（運用）に必要な設備について

も、使用前事業者検査を計画する。 

個々に実施する使用前事業者検査に加えてプラント運転に影響を及ぼしていないこ

とを総合的に確認するため、特定の条文・様式－8 に示された「設工認設計結果（要

目表／設計方針）」によらず、定格熱出力一定運転時の主要パラメータを確認するこ

とによる使用前事業者検査（負荷検査）の計画を必要に応じて策定する。 

(1) 使用前事業者検査の方法の決定 

検査を担当する箇所の長は、「工事の方法」に記載された使用前事業者検査の

項目及び方法並びに第3.3-1表の要求種別ごとに定めた第3.5-1表に示す確認項目、

確認視点、主な検査項目の考え方を使って、確認項目ごとに設計結果に関する具

体的な検査概要及び判定基準を以下の手順により使用前事業者検査の方法として

明確にする。第3.5-1表の検査項目ごとの概要及び判定基準の考え方を第3.5-2表

に示す。 

a. 様式－8の「設工認設計結果（要目表／設計方針）」及び「設備の具体的設

計結果」欄に記載された内容と該当する要求種別を基に、検査項目を決定す

る。 

b. 決定された検査項目より、第3.5-2表に示す「検査項目、検査概要、判定基

準の考え方について（代表例）」及び「工事の方法」を参照し適切な検査方

法を決定する。 

c. 決定した各設備に対する以下の内容を、様式－8の「確認方法」欄に取りま

とめる。なお、「確認方法」欄では、以下の内容を明確にする。 

(a) 検査項目 

(b) 検査方法 
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調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、工事記録等調達した

役務の実施状況を確認できる書類により検証を行う。 

d. 報告書の確認 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務に関す

る実施結果を取りまとめた報告書の内容を確認することにより検証を行う。 

e. 作業中のコミュニケーション等 

調達を主管する箇所の長又は検査を担当する箇所の長は、調達した役務の実施

中に、適宜コミュニケーションを実施すること及び立会等を実施することにより

検証を行う。 

f. 請負会社他品質監査（「3.6.4  請負会社他品質監査」参照） 

 

3.6.4  請負会社他品質監査 

供給者に対する監査を主管する箇所の長は、供給者の品質保証活動及び健全な安

全文化を育成し及び維持するための活動が適切で、かつ、確実に行われていること

を確認するために、請負会社他品質監査を実施する。 

（請負会社他品質監査を実施する場合の例） 

・設備：添付1「当社におけるグレード分けの考え方」の「別表3」に示すAクラ

ス、Bクラス及びCクラスのうち設工認申請（届出）の対象設備並びに

SA常設に該当する場合（原則として3年に1回の頻度で実施） 

・役務：過去3年以内に監査実績がない供給者で、添付1「当社におけるグレー

ド分けの考え方」の「別表4」に示すグレードⅠに該当する場合 

また、供給者の発注先（以下「外注先」という。）について、以下に該当する場

合は、直接外注先の監査を行う。 

・供給者が実施した外注先に対する品質監査、又は更に外注先が実施した外注

又は下請会社の品質マネジメントシステム状況が不十分と判断した場合 

・トラブル等で必要と認めた場合 

 

3.6.5  設工認における調達管理の特例 

設工認の対象となる適合性確認対象設備は、「3.6  設工認における調達管理の方

法」を以下のとおり適用する。 

 

(1) 既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証段階の適合性確認対象設備 

設工認の対象となる設備のうち、既に工事を着手し設置を完了し調達製品の検証

段階の適合性確認対象設備は、「3.6.1  供給者の技術的評価」から「3.6.3(2) 調
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第3.7-1表  記録の品質マネジメントシステム上の位置付け 

主な記録の種類 品質マネジメントシステム上の位置付け 

承認申請図書、決定図書 

設備の工事中の図書であり、このうち図面等の最新版の維持が

必要な図書においては、工事完了後に完成図書として管理する

図書 

完成図書 
品質マネジメントシステム体制下で作成され、建設当時から設

備の改造等に併せて最新版に管理している図書 

既工認 

設置又は改造当時の工事計画書の認可を受けた図書で、当該工

事計画に基づく使用前検査の合格を以って、その設備の状態を

示す図書 

設計記録 
作成当時の適合性確認対象設備の設計内容が確認できる記録

（自社解析の記録を含む。） 

委託報告書 
品質マネジメントシステム体制下の調達管理を通じて行われ

た、業務委託の結果の記録（解析結果を含む。） 

供給者から入手した文書・

記録 

供給者を通じて入手した、供給者所有の設計図書、製作図書、

検査記録、ミルシート等 

製品仕様書又は仕様が確認

できるカタログ等 

供給者が発行した製品仕様書又は仕様が確認できるカタログ等

で、設計に関する事項が確認できる図書 

現場確認結果 

（ウォークダウン） 

品質マネジメントシステム体制下で確認手順書を作成し、その

手順書に基づき現場の適合状態を確認した記録 
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Aクラス、Bクラス、Cクラス又はSA常設のうち設計・開発を適用しない場合並びに

SA可搬（工事等含む。）を対象とし、その業務の流れを別図1(2/3)に示す。 

(3) 業務区分Ⅲ 

SA可搬（購入のみ）を対象とし、その業務の流れを別図1(3/3)に示す。 

 

1.3  調達要求事項と検査・試験におけるグレードの適用 

調達要求事項と検査・試験の項目においては、別表1(1/2)～(2/2)のグレードのほか、

工事等の範囲、内容の複雑さ、実績等を勘案の上、品質保証活動を適用しており、その

内容を別表3に示す。 

なお、別表1(1/2)に示すCクラスについては、品質保証計画書の提出を要求しないこと

から、品質マネジメントシステムに関する要求事項は適用していないが、発電用原子炉

設置変更許可申請、設工認申請（届出）の対象となる場合は、検査等が追加されること

から、品質マネジメントシステムに関する要求事項等を追加している。 

また、SA可搬（購入のみ）については、汎用（市販）品であり、原子力特有の技術仕

様を要求するものではないことから、供給者に対する要求事項は必要なものに限定して

いる。 

なお、具体的な適用は個々の設備により異なることから、仕様書で明確にしている。 

 

1.4  業務委託におけるグレードの適用 

解析業務等を委託する場合には、「原子力事業本部他業務委託取扱要綱」に基づき供

給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項についてグレード分けを適用しており、

その内容を別表4に示す。 

供給者のグレード分けの考え方は、別表1(1/2)～(2/2)のグレード等に応じて、供給者

の品質管理活動を品質保証計画書の提出又は品質監査により確認している。 
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【保安規定品質マネジメントシステム計画「7.3  設計・開発」を適用する工事】 

「設計・開発通達」に定めるところの、既設備の原設計を機能的又は構造的

に変更する工事であって、発電用原子炉設置変更許可申請、設工認申請（届出）

を伴う工事のうち、以下のいずれかに該当する工事をいう。 

ただし、当社で過去に実績のある工事は除く。（SA常設の場合は海外での実

績を含む。） 

・Aクラス又は Bクラスの機器を対象とした工事 

・A クラス又は B クラスの機器に影響を及ぼすおそれのある C クラスの機

器を対象とした工事 

※2：必要な場合は確認を実施する。 

※3：当社による受入検査を含む。 

 

別表3  調達要求事項と検査・試験に係るグレード分け 

グレードの区分 

項目 

A、B 

クラス 

C 

クラス 

SA 

常設 

SA可搬 

工事等 

含む 

購入 

のみ 

調達 

要求 

事項 

機器仕様 ○ ○ ○ ○ ○ 

適用法令等 ○ ○ ○ ○ － 

設計要求事項 ○ ○ ○ ○ － 

材料・製作・据付等 ○ ○ ○ ○ － 

要員の適格性 ○ ○ ○ ○ － 

品質マネジメントシステ

ム要求事項 
○ －※1 ○ － － 

不適合の報告・処理 ○ －※1 ○ ○ － 

健全な安全文化を育成し

及び維持するための活動 
○ －※1 ○ － － 

調達要求事項適合の記録 ○ ○ ○ ○ － 

調達後の技術情報提供 ○ ○ ○ ○ ○ 

解析業務 ○※2 －※1,2 ○※2 ○※2 － 

耐震・強度計算等 ○※2 －※1,2 ○※2 ○※2 － 

検査・ 

試験 

材料検査 ○ ○ ○ －※2 － 

寸法検査 ○ ○ ○ －※2 － 

非破壊検査 ○ ○ ○ －※2 － 

耐圧・漏えい検査 ○ ○ ○ －※2 － 

外観検査 ○ ○ ○ ○ ○ 

性能機能検査 ○ ○ ○ －※2 － 

○：該当あり －：該当なし 

※1：Cクラスのうち、発電用原子炉設置変更許可申請、設工認申請（届出）の対象設備

並びに使用前事業者検査（溶接）の対象設備に適用する。 

※2：必要に応じ実施する。  
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添付2 

 

添付 2 技術基準規則ごとの基本設計方針の作成に当たっての基本的な考え方 

 

1. 設置変更許可申請書との整合性を確保する観点から、設置変更許可申請書本文に記載してい

る適合性確認対象設備に関する設置許可基準規則に適合させるための「設備の設計方針」、

及び設備と一体となって適合性を担保するための「運用」を基にした詳細設計が必要な設計

要求事項を記載する。 

 

2. 技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、設置変更許可申請書本文以外で

詳細設計が必要な設計要求事項（多様性拡張設備等）がある場合は、その理由を様式－6

「各条文の設計の考え方（例）」に明確にした上で記載する。 

 

3. 自主的に設置したものは、原則として記載しない。 

 

4. 基本設計方針は、必要に応じて並び替えることにより、技術基準規則の記載順となるように

構成し、箇条書きにする等表現を工夫する。 

 

5. 基本設計方針の作成に当たっては、必要に応じ、以下に示す考え方で作成する。 

(1) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち、「性能」を記載している設計方針は、

技術基準規則への適合性を確保する上で、その「性能」を持たせるために特定できる

手段がわかるように記載する。 

また、技術基準規則への適合性を確保する観点で、設置変更許可申請書本文に対応

した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

なお、手段となる「仕様」が要目表で明確な場合は記載しない。 

(2) 設置変更許可申請書本文の記載事項のうち「運用」は、「基本設計方針」として、

運用の継続的改善を阻害しない範囲で必ず遵守しなければならない条件が分かる程度

の記載を行うとともに、運用を定める箇所（品質マネジメントシステムの2次文書で定

める場合は「保安規定」を記載する。）の呼込みを記載し、必要に応じ、当該施設に

関連する実用炉規則別表第二に示す添付書類の中でその運用の詳細を記載する。 

また、技術基準規則の本文及び解釈への適合性を確保する観点で、設置変更許可申

請書本文に対応した事項以外に必要となる運用を付加する場合も同様の記載を行う。 

(3) 設置変更許可申請書本文で評価を伴う記載がある場合は、設工認申請（届出）書の

添付書類として担保する条件を以下の方法を使い分けることにより記載する。 
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a. 評価結果が示されている場合、評価結果を受けて必要となった措置のみを設工認

申請（届出）の対象とする。 

b. 今後評価することが示されている場合、評価する段階（設計又は工事）を明確に

し、評価の方法及び条件、並びにその評価結果に応じて取る措置の両方を設計対象

とする。 

(4) 各条文のうち、要求事項が該当しない条文については、該当しない旨の理由を記載

する。 

(5) 条項号のうち、適用する設備がない要求事項は、「適合するものであることを確認

する」という設工認申請（届出）の審査の観点を踏まえ、当該要求事項の対象となる

設備を設置しない旨を記載する。 

(6) 技術基準規則の解釈等に示された指針、原子力規制委員会文書、（旧）原子力安

全・保安院文書、他省令等の呼込みがある場合は、以下の要領で記載を行う。 

a. 設置時に適用される要求等、特定の版の使用が求められている場合は、引用する

文書名及び版を識別するための情報（施行日等）を記載する。 

b. 監視試験片の試験方法を示した規格等、条文等で特定の版が示されているが、施

設管理等の運用管理の中で評価する時点でエンドースされた最新の版による評価を

継続して行う必要がある場合は、保安規定等の運用の担保先を示すとともに、当該

文書名及び必要に応じそのコード番号を記載する。 

c. 解釈等に示された条文番号は、当該文書改正時に変更される可能性があることを

考慮し、条文番号は記載せず、条文が特定できる表題で記載する。 

d. 条件付の民間規格又は設置変更許可申請書の評価結果等を引用する場合は、可能

な限りその条件等を文章として反映する。 

また、設置変更許可申請書の添付書類を呼び込む場合は、対応する本文のタイト

ルを呼び込む。 

なお、文書名を呼び込む場合においても「技術評価書」の呼込みは行わない。 
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添付3 

 

添付 3 設工認における解析管理について 

 

設工認に必要な解析のうち、調達（「3.6 設工認における調達管理の方法」参照）を通じて

実施した解析は、「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン

（一般社団法人日本原子力技術協会、平成22年12月発行）」に示される要求事項に、当社の要求

事項を加えて策定した「原子力発電所保修業務要綱」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に

関する要綱指針」のうち別紙「許認可申請等に係る解析業務に関する特別な調達管理の実施につ

いて」により、供給者への設工認申請（届出）に係る解析業務の要求事項を明確にしている。 

これに基づき、解析業務を主管する箇所の長は、調達要求事項に解析業務を含む場合、以下の

とおり特別な調達管理を実施する。 

なお、事業者と供給者の解析業務の流れを別図1に示すとともに、設工認の解析業務の調達の

流れを別図2に示す。 

また、過去に国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった不適合事例とその対

策実施状況を別表1(1/2)～(2/2)に示す。 

 

1. 仕様書の作成 

解析業務を主管する箇所の長は、解析業務に係る必要な品質保証活動として、通常の調達

要求事項に加え、「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」の別紙で定めた

「許認可申請等に係る解析業務に関する特別な品質管理の実施について」を仕様書で追加要

求する。 

 

2. 解析業務の計画 

解析業務を主管する箇所の長は、供給者から解析業務を実施する前に下記事項の計画（実

施段階、目的、内容、実施体制等）を明確にした解析業務実施計画書を提出させ、仕様書の

要求事項を満たしていることを確実にするため検証する。 

 

(1) 解析業務の作業手順（デザインレビュー、審査方法、時期等を含む。） 

(2) 解析結果の検証 

(3) 委託報告書の確認 

(4) 解析業務の変更管理 

 

また、解析業務を主管する箇所の長は、供給者の解析業務に変更が生じた場合、及び契約
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別表1(1/2) 国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった 

不適合事例とその対策実施状況 

No. 不適合事象とその対策 

1 

報告年月 平成 22年 3月 

件 名 
美浜２,３号機耐震バックチェック中間報告書（追補版）の応力評価値誤りに
ついて 

事 象 

平成 21年 3月 31日付け※で国等へ提出した「美浜発電所『発電用原子炉施設
に関する耐震設計審査指針』の改訂に伴う耐震安全性評価結果中間報告書
（追補版）」において、美浜２号機及び美浜３号機の一次冷却材管の応力評
価値に誤りが確認された。 
原因は、エクセルを用いた簡易評価を行う際、「地震応力」と「地震以外の
応力」を取り違えて入力してしまったことにより発生したものであった。 
※：本事象は「原子力施設における許認可申請等に係る解析業務の品質向

上ガイドライン（平成 22 年 12 月発行、一般社団法人日本原子力技術
協会）」（以下「解析ガイドライン」という。）の制定以前に発生し
た。 

対策実施 
状況 

対策として、チェックシートの改善、入力フォーム（エクセル）の色分けに
よる識別及び注意喚起を行った。 
また、解析担当者（原解析者）以外の者による、入出力データのダブルチェ
ックの実施を「原子力発電所請負工事一般仕様書」にて調達要求している。 

2 

報告年月 平成 23年 9月 

件 名 高浜３,４号機耐震安全性評価報告書の再点検結果の追加報告について 

事 象 

原子力安全・保安院文書「九州電力株式会社玄海原子力発電所第３号機の原
子炉建屋及び原子炉補助建屋の耐震安全性評価における入力データの誤りを
踏まえた対応について（指示）」（平成 23 年 7 月 22 日）を受け、指示があ
った九州電力と同じ調達先へ発注した原子炉建屋・原子炉補助建屋の入力デ
ータに加え、それ以外の調達先へ発注した原子炉建屋・原子炉補助建屋の入
力データについても自主的に調査を実施した結果、平成 19年度に実施した高
浜３,４号機の原子炉建屋の耐震安全性評価の解析において、3 箇所に入力デ
ータ誤りがあることが確認された。 
原因は、解析を実施した平成 19 年当時※は解析担当者自身が入力データを確
認することになっており、客観的な視点で誤入力をチェックできる体制にな
っていなかったことによるものであった。 
※：本解析は解析ガイドラインの制定以前に実施していた。 

対策実施 
状況 

解析業務に係る品質管理の充実を図るため、平成 23年 3月 8日に「原子力発
電所保修業務要綱指針」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要
綱指針」を改正して解析ガイドラインを反映し、平成 23年 4月 8日に施行し
て以下のとおり実施している。 
・ 解析担当者（原解析者）以外の者による、入出力データのダブルチェック
の実施を、「原子力発電所請負工事一般仕様書」にて調達要求している。 

・ 「原子力発電所保修業務要綱指針」に基づき、許認可申請等に係る解析業
務を調達する場合、「原子力発電所請負工事一般仕様書」の別紙「許認可
申請等に係る解析業務に関する特別な品質管理の実施について」に基づく
特別な品質管理を実施する旨を調達文書へ明記することにより、調達要求
事項の明確化を図っている。 

・ 「原子力発電所保修業務要綱指針」に基づき、当社は契約の都度、調達先
に対して「原子力発電所保修業務要綱指針」の別紙に基づく業務の実施状
況の確認を行っている。 

・ 上記の事象を受け、更なる改善として、建屋の設工認申請（届出）に係る
解析業務については、当社による解析結果の全数チェックを自主的に実施
している。 
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別表1(2/2) 国に提出した解析関係の委託報告書等でデータ誤りがあった 

不適合事例とその対策実施状況 

No. 不適合事象とその対策 

3 

報告年月 平成 26年 7月 

件 名 
高浜発電所新規制基準適合性に係る審査会合のうち津波水位評価における入
力データ誤りについて 

事 象 

高浜発電所の設置変更許可申請書の補正に向けて、高浜発電所の津波影響評
価に係るデータの最終確認を実施していたところ、「原子力発電所の新規制
基準適合性に係る審査会合 高浜発電所津波水位評価」における入力データ
誤りを確認した。 
入力データ誤りについては、入力根拠書作成段階において、鉛直方向破壊伝
播速度と地すべり地形変化分布図より、供給者が「地すべり終了時間」を算
出しておらず、「破壊継続時間（120 秒）」を「地すべり終了時間」として
誤って入力したものである。 
原因は、計算プログラムを変更（地形変化計算プログラムを追加）した際
に、当社と供給者で解析に用いる入力根拠書の作成にコミュニケーションが
不足していたことによるものであった。 

対策実施 
状況 

原子力部門全体の入力根拠の確認方法を改善するため、解析業務の調達管理
に関する品質マネジメントシステムの社内標準「原子力発電所保修業務要綱
指針」及び「原子力発電所請負工事一般仕様書に関する要綱指針」を改正し
た。 

4 

報告年月 2021年 2月 

件 名 美浜３号機特重設工認申請書のうち耐震計算書の記載修正について 
事象 2020年 7月 10日に申請した美浜３号機特重設工認申請書のうち、ＥＳトレン

チ（カルバート構造部）の耐震評価において、入力地震動と断面二次モーメ
ントの入力誤りがあり、それらを基にした評価結果において誤りがあること
が確認された。 
入力地震動の入力誤りについては、解析モデルに水平方向の入力地震動（断
層波：Ss-2～22）を入力する際に、位相が反転した状態で入力を行ったもの
である。断面二次モーメントの入力誤りについては、解析モデルのはり要素
の入力条件である断面二次モーメントの値を誤って入力し解析を実施したも
のである。 
原因は、当社が受注者の解析業務の実施状況の確認を行ったことを確認する
際に、その具体的な確認方法を定めておらず、両事象の入力誤りに気付くこ
とができなかったことによるものであった。 

対策実施
状況 

受注者が解析業務の実施状況の確認を行ったことを当社が確認する方法を改
善するため、社内マニュアルを改正し、以下の対策を実施している。 
・以下の２点を受注者に対する当社からの調達要求としている。 

- 受注者が下請先の解析業務の実施状況を確認において、確認した項目
を示すこと。 

- 入力根拠書のうち計算を伴う項目について、エビデンスの再計算を実
施すること。 

・受注者が下請先の解析業務の実施状況を確認するにあたり、そのチェック
項目に不足がないか、当社が確認している。 

・入力根拠書のうち計算を伴う項目について、受注者がエビデンスの作成時
に再計算を実施していることを当社が確認している。 

 


